
◎大気汚染防止法の一部を改正する法律 
（令和二年六月五日法律第三九号）   

一、提案理由（令和二年四月七日・衆議院環境委員会） 

○小泉国務大臣 ただいま議題となりました大気汚染防止法の一部を改正する法律案に

つきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 大気汚染防止法においては、解体工事前の建築物の調査、石綿含有建材の除去作業の

実施の届出、除去作業時の作業基準の遵守等の義務を規定しています。今般、前回の改

正法の施行から五年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行った

ところ、次のような二つの課題が明らかになったところです。 

 一点目は、飛散性が相対的に低いことから、これまで規制対象ではなかった石綿含有

成形板などの石綿含有建材についても、不適切な除去作業を行えば石綿が飛散するおそ

れがあることが判明したこと。 

 二点目は、解体工事前の建築物の調査における石綿含有建材の見落としや、除去作業

における石綿含有建材の取り残しによって、解体工事に伴い石綿を飛散させた事例が確

認されたことであります。 

 今後、令和十年ごろをピークに、建築物の解体工事は年々増加していくと見込まれ、

これらの課題に速やかに対応する必要があります。 

 本法律案は、こうした状況を踏まえ、建築物の解体工事に伴う石綿の飛散防止を徹底

するための措置を講じようとするものであります。 

 次に、本法律案の内容の概要を主に四点御説明申し上げます。 

 第一に、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板など、全ての石綿含有建材を

規制の対象とするための規定の整備を行います。 

 第二に、不適切な解体工事前の建築物の調査を防止するため、当該調査の方法を定め

るとともに、元請業者に対し、石綿含有建材の有無にかかわらず当該調査結果を都道府

県知事に報告し、また、当該調査に関する記録を作成、保存することを義務づけます。 

 第三に、吹きつけ石綿等が使用されている建築物の解体工事において、隔離等の飛散

防止措置を講じずに除去した者等に対する直接罰を導入します。 

 第四に、不適切な除去作業を防止するため、元請業者に対し、作業結果の発注者への

報告や作業に関する記録の作成、保存を義務づけます。このほか、所要の規定の整備を

行います。 

 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院環境委員長報告（令和二年五月一九日） 

○鷲尾英一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、建築物等の解体等工事における石綿の排出等の抑制を図るため、全ての石綿



含有建材を規制対象とするための規定の整備を行うとともに、解体工事前の調査方法を

定め、当該調査結果の都道府県知事への報告及び調査に関する記録の作成、保存の義務

づけ、特定建築材料の除去等に係る措置義務の違反者への直接罰の導入、作業結果の発

注者への報告及び記録の作成、保存の義務づけ等の措置を講じようとするものでありま

す。 

 本案は、去る四月六日本委員会に付託され、翌七日小泉環境大臣から提案理由の説明

を聴取し、五月十五日質疑を行いました。 

 同日、質疑終局後、本案に対しまして、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム及

び日本共産党から、それぞれ修正案が提出され、趣旨の説明を聴取しました。 

 次いで、討論を行った後、採決いたしましたところ、両修正案は賛成少数をもって否

決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年五月一五日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事現場において隔離場所周辺の大気濃

度測定が必要とされていることにかんがみ、石綿の濃度を迅速に測定するための方法

や測定結果の評価に必要な管理基準値等について、現に義務化を実施している地方公

共団体等の事例を参考にして調査・研究を行い、その制度化について速やかに検討す

ること。 

二 規制対象となる解体等工事が大幅に増加することが見込まれることにかんがみ、関

係省庁や都道府県等が連携し、建築物石綿含有建材調査者講習等により専門性を有す

る十分な人材を確保するよう努めること。 

三 石綿に係る調査等の信頼性を担保するため、事前調査及び作業後の確認の施行の状

況を踏まえ、第三者による事前調査及び作業後の確認の実施も含め、必要に応じて対

策を検討すること。 

四 石綿に係る特定粉じん排出等作業において、被覆等の石綿の除去以外の方法による

作業についても石綿の飛散の可能性がある場合には、除去の場合と同様に、隔離や集

じん・排気装置の使用等必要な作業方法を法令上明確に定めるよう検討すること。 

五 石綿の除去等に関する作業の安全性と信頼性を向上させるため、特定粉じん排出等

作業にあたる事業者に対し、本法の周知及び施行に係る技術的情報の提供に努めるこ

と。 

六 解体等工事の規制に関し、環境保全等の観点から、環境省、厚生労働省及び国土交

通省等の関係省庁間の連携を強化し、より実効性のある石綿飛散防止対策を行うこと。 

七 石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事の増加により、石綿飛散の危険性が

一層高まることから、石綿による健康被害救済制度の施行状況を把握するとともに、



石綿関係の疾患等に係る最新の知見等を収集し、適切な救済の実施に向けた必要な見

直しを行うこと。 

八 本法附則第五条による施行後五年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法

の規定の施行状況を踏まえ、必要があると認める場合には、適宜適切に所要の措置を

講ずること。 

三、参議院環境委員長報告（令和二年五月二九日） 

○牧山ひろえ君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、建築物の解体工事における石綿の飛散防止を徹底するため、これまで規

制対象ではなかった石綿含有成形板など、全ての石綿含有建材を規制の対象とするとと

もに、不適切な解体工事前の建築物の事前調査を防止するため、その調査方法を定める

等の措置を講じようとするものであります。 

 本法律案の審査に先立ち、委員派遣を行い、石綿の含有状況を調査分析する企業を訪

問し、実情調査を実施いたしました。 

 委員会におきましては、石綿の製造、輸入に係る規制の導入が遅れた経緯、石綿含有

成形板などについて届出等の規制対象とはしない理由、解体等現場における大気濃度測

定を早期に義務付ける必要性、災害時の飛散防止のための石綿使用情報の把握の方策、

直接罰導入の背景や意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって

御承知願います。 

 質疑を終局した後、日本共産党を代表して山下委員より、大気濃度測定の義務付け等

を内容とする修正案が提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下委員より修正案に賛成、

原案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案ど

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年五月二八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一、石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事現場において隔離場所周辺の大気濃

度測定が必要とされていることにかんがみ、石綿の濃度を迅速に測定するための方法

や測定結果の評価に必要な管理基準値等について、現に義務化を実施している地方公

共団体等の事例を参考にして調査・研究を行い、その制度化について速やかに検討す

ること。 

二、規制対象となる解体等工事が大幅に増加することが見込まれることにかんがみ、関

係省庁や都道府県等が連携し、建築物石綿含有建材調査者講習等により専門性を有す



る十分な人材を確保するよう努めること。 

三、石綿に係る調査等の信頼性を担保するため、事前調査及び作業後の確認の施行の状

況を踏まえ、第三者による事前調査及び作業後の確認の実施も含め、必要に応じて対

策を検討すること。 

四、石綿に係る特定粉じん排出等作業において、被覆等の石綿の除去以外の方法による

作業についても石綿の飛散の可能性がある場合には、除去の場合と同様に、隔離や集

じん・排気装置の使用等必要な作業方法を法令上明確に定めるよう検討すること。 

五、石綿の除去等に関する作業の安全性と信頼性を向上させるため、特定粉じん排出等

作業にあたる事業者に対し、本法の周知及び施行に係る技術的情報の提供に努めるこ

と。 

六、解体等工事の規制に関し、環境保全等の観点から、環境省、厚生労働省及び国土交

通省等の関係省庁間の連携を強化し、より実効性のある石綿飛散防止対策を行うこと。 

七、国民の生活の安全・安心を確保するため、解体等工事における石綿の飛散の防止を

図るとともに、石綿の除去を着実に推進することについて、関係省庁間及び地方公共

団体との連携などの必要な措置を検討すること。 

八、石綿含有建材のデータベースの周知などにより、建築物等の所有者や解体等を行う

事業者が石綿含有建材の使用状況を容易に把握できるようにするとともに、把握した

情報を活用し、災害時の建築物の倒壊等による石綿飛散の防止に向けて万全を期する

こと。 

九、新たに石綿含有成形板等のレベル３建材が法規制の対象となり、また、都道府県の

報告徴収及び立入検査の対象が下請業者に拡大されるなど、石綿の飛散防止のための

都道府県の役割が大幅に拡大され、都道府県が規制権限及び調査権限を適時適切に、

必要な場合は届出のあった現場以外の解体等工事の現場についても行使する責務を全

うすることが周辺住民の生命及び身体の安全を確保することに不可欠であることから、

国がマニュアルを整備することなどにより、都道府県の職員の専門知識や対応能力の

向上に努めること。 

十、解体等工事において、石綿飛散の被害者となり得る周辺住民との間に情報共有や意

見交換が行われることが安全な工事の実施のために重要となることから、解体等工事

におけるリスクコミュニケーションが進むよう必要な措置の検討を行うこと。 

十一、作業基準違反等の事例の調査分析が、今後の規制の在り方の検討のために重要で

あることから、作業基準違反等の事例の把握に努めること。 

十二、石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事の増加により、石綿飛散の危険性

が一層高まることから、石綿による健康被害救済制度の施行状況を把握するとともに、

石綿関係の疾患等に係る最新の知見等を収集し、適切な救済の実施に向けた必要な見

直しを行うこと。 

十三、本法附則第五条による施行後五年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本



法の規定の施行状況を踏まえ、必要があると認める場合には、適宜適切に所要の措置

を講ずること。 

  右決議する。 

 


